
■ 

令
和
６
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
１
人
あ
た
り
の
保

険
料
は
、
皆
さ
ん
が
均
等
に
負
担
す
る
「
均

等
割
額
」
と
個
人
の
所
得
に
応
じ
る
「
所
得

割
額
」
の
合
計
で
算
出
し
て
い
ま
す
。
上
限

額
は
80
万
円
で
す
。

▼
均
等
割
額

　
年
額
５
万
８
０
０
０
円

▼
所
得
割
額

　
総
所
得
金
額
等
（
基
礎
控
除
後
）
×

　
10
・
98
％

■
保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

　
所
得
が
低
い
人
は
、
保
険
料
の
均
等
割
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
均
等
割
額
の
軽
減
に
つ

い
て
は
、
世
帯
（
被
保
険
者
全
員
と
世
帯

主
）
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
で
判
定
し

ま
す
。

▼
均
等
割
額
の
軽
減
割
合
と
対
象
世
帯

●
７
割
軽
減

　
43
万
円
＋
（
10
万
円
×
「
給
与
・
年
金
所

得
者
の
数
か
ら
１
を
減
し
た
数
」）
以
下
と

な
る
世
帯

●
５
割
軽
減

　
43
万
円
＋
「
29
万
５
０
０
０
円
×
世
帯
の

被
保
険
者
数
」
＋
（
10
万
円
×
「
給
与
・
年

金
所
得
者
の
数
か
ら
１
を
減
し
た
数
」）
以

下
と
な
る
世
帯

●
２
割
軽
減

　
43
万
円
＋
「
54
万
５
０
０
０
円
×
世
帯
の

被
保
険
者
数｣

＋
（
10
万
円
×
「
給
与
・
年

金
所
得
者
の
数
か
ら
１
を
減
し
た
数
」）
以

下
と
な
る
世
帯

※
「
給
与
・
年
金
所
得
者
の
数
」
と
は
給
与

収
入
が
55
万
円
超
ま
た
は
年
金
収
入
が

１
２
５
万
円
超
（
65
歳
未
満
の
場
合
は
年
金

収
入
が
60
万
円
超
）
の
合
計
人
数

●
被
扶
養
者
軽
減
（
被
用
者
保
険
加
入
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
人
の
軽
減
）

　
制
度
加
入
の
月
か
ら
２
年
間
は
均
等
割
額

が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
所
得
割
額
は
か

か
り
ま
せ
ん
）

■
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
を
ご
確
認
を

　
４
月
か
ら
令
和
６
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　
仮
徴
収
と
は
、
本
年
度
の
保
険
料
額
が
決

定
す
る
７
月
よ
り
前
に
、
仮
の
金
額
と
し
て

年
金
か
ら
徴
収
す
る
も
の
で
す
。
前
回
徴
収

し
た
保
険
料
額
を
基
準
と
し
て
、
４・
６・
８

月
の
年
金
か
ら
仮
徴
収
し
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
仮
徴
収

保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

仮
徴
収
保
険
料
額
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
治
療
券

　
町
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
を

対
象
に
、
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
の
治
療

を
受
け
る
場
合
に
利
用
で
き
る
治
療
券
（
１

人
あ
た
り
１
０
０
０
円
の
５
枚
）
を
発
行
し

て
い
ま
す
。
治
療
券
は
、
町
と
協
定
を
結
ん

で
い
る
施
術
院
で
使
用
で
き
ま
す
。
必
要
な

人
は
、「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」

を
準
備
し
、
町
住
民
生
活
課
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

　
令
和
７
年
３
月
31
日
（
月
）

■
医
療
機
関
の
適
正
な
受
診
な
ど
に
つ
い
て

　
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
は
次
の
こ
と

に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

▼ 
重
複
受
診
を
や
め
ま
し
ょ
う

　
重
複
受
診
と
は
、
同
じ
病
気
で
同
時
期

に
複
数
の
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
で
す
。

受
診
の
た
び
に
初
診
料
が
必
要
で
、
医
療
費

が
高
額
に
な
り
、
検
査
や
投
薬
を
繰
り
返
す

た
め
体
に
負
担
も
か
か
り
ま
す
。

▼
時
間
内
に
受
診
し
ま
し
ょ
う

　
休
日
や
夜
間
な
ど
の
診
療
時
間
外
の
受
診

は
、
医
療
費
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
緊
急
患
者
へ
の
対
応
が
遅
れ
て
し
ま

う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け

時
間
内
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼ 

か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　
か
か
り
つ
け
医
と
は
、
あ
な
た
の
健
康
状

態
な
ど
を
把
握
し
て
、
健
康
管
理
全
般
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
す
る
医
師
の
こ
と
で
す
。
か
か

り
つ
け
医
を
持
て
ば
、
い
ざ
と
い
う
と
き
も

安
心
で
す
。

▼
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
新
薬
と
同
じ
有

効
成
分
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
安
全
性
も
効

き
目
も
立
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
す
べ
て
の
新
薬
に
対
し
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
症

状
に
よ
っ
て
は
適
さ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼ 

お
薬
手
帳
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

　
お
薬
手
帳
は
使
っ
て
い
る
薬
な
ど
を
記
録

し
て
お
く
も
の
で
、
薬
の
重
複
や
飲
み
合
わ

せ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き

ま
す
。
病
院
や
薬
局
に
行
く
と
き
は
必
ず

持
っ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

令 和 ６ 年 度 後 期 高 齢 者
医 療 保 険 の お 知 ら せ

詳しくは町住民生活課におたずねください
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国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度
に
つ
い
て

　　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産
の
際

に
、
出
産
前
後
の
一
定
期
間
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
（
以
下
「
産
前
産
後

期
間
」
と
い
う
）
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。
産
前
産
後
期
間
と
認
め
ら
れ

た
場
合
は
、
年
金
額
を
計
算
す
る
際
に
保
険

料
を
納
め
た
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産
予
定
日

ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ
月
前
か

ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
カ
月
）
以
上

の
出
産
を
い
い
（
死
産
、
流
産
、
早
産
の
場

合
を
含
み
ま
す
）。

※
平
成
31
年
４
月
分
か
ら
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
人

　
「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」
で
、
出

産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
人

▼
申
請
方
法

　
申
請
書
類
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
町
住

民
生
活
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
免
除

を
希
望
す
る
人
は
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
出
産
予
定
日
の
６
カ
月

前
か
ら
提
出
可
能
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
書
類

●
出
産
前
に
申
請
す
る
場
合

　
母
子
健
康
手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
お
よ
び

胎
児
数
が
確
認
で
き
る
も
の

●
出
産
後
に
申
請
す
る
場
合

　
町
で
出
産
日
な
ど
が
確
認
で
き
る
人
は
申

請
不
要
で
す
。（
被
保
険
者
と
子
が
別
世
帯

で
あ
る
場
合
を
除
く
）

●
死
産
な
ど
に
よ
り
申
請
す
る
場
合

　
死
胎
埋
火
葬
許
可
証
や
医
師
な
ど
が
作
成

し
た
死
産
証
明
書
な
ど
分
娩
日
お
よ
び
胎
児

数
が
確
認
で
き
る
も
の

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
　
（
内
線
１
０
１
）

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
☎
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

詳しくは町住民生活課までお尋ねください

今
年
度
の
健
診
・
検
診
の
申
し
込
み
は
４
月
22
日(

月)

ま
で

■ 

健
診
・
検
診
の
申
し
込
み
は

　
４
月
22
日
（
月
）
ま
で

　
町
で
は
、
令
和
６
年
度
の
健
診
や
検
診
を

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
各
健
診
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
４
月

22
日
（
月
）
ま
で
に
「
健
診
希
望
調
査
票
」

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
返
信
用
封
筒
に

入
れ
て
お
近
く
の
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
節
目
健
診

●
期
間　
６
月
〜
12
月

●
場
所　
日
本
赤
十
字
社
熊
本
健
康
管
理

セ
ン
タ
ー
、
高
野
病
院
総
合
健
診
セ
ン
タ
ー

●
対
象
者　
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
で

35
歳
・
40
歳
・
45
歳
・
50
歳
・
55
歳
・
60
歳

を
迎
え
る
町
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

▼
特
定
健
診
・
若
者
健
診
・
が
ん
検
診

　
（
７
月
集
団
健
診
）

●
期
間　
７
月
２
日
（
火
）
〜
８
日
（
月
）

●
場
所　
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
対
象
者　
20
歳
〜
74
歳
の
町
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
（
40
歳
〜
74
歳
の
社
会
保
険
被

扶
養
者
等
も
受
診
可
）

▼
後
期
高
齢
者
健
診
・
が
ん
検
診

　
（
８
月
集
団
健
診
）

●
期
間　
８
月
23
日
（
金
）
〜
26
日
（
月
）

●
場
所　
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
対
象
者　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
被
保
険
者

▼
が
ん
検
診
（
12
月
集
団
検
診
）

●
期
間　
12
月
４
日
（
水
）
〜
８
日
（
日
）

●
場
所　
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
対
象
者　
20
歳
以
上
の
女
性
お
よ
び
40
歳

　
以
上
の
男
性

　
詳
し
く
は
、
各
世
帯
に
配
布
し
た
「
甲
佐

町
健
診
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先 

　
町
健
康
推
進
課

　
（
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
０
９
６
‐
２
３
５
‐
８
７
１
１

・
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

産 前 産 後 期 間 は 国 民
年 金 保 険 料 が 免 除 に

町 の 健 診 を 受 け て 身 体 の
状態をチェックしましょう

申 込 み は 町 健 康 推 進 課 ま で
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お
知
ら
せ

甲
佐
町
中
心
市
街
地
活
性
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
募
集

　
町
で
は
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図

る
た
め
、
中
心
市
街
地
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
会
議
を
開
催
し
ま
す
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
募
集
を
左

記
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
、
参
加
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
町
地
域
振
興
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
要
件

・
中
心
市
街
地
で
店
舗
を
経
営
さ
れ
て
い

る
人
、
ま
た
は
中
心
市
街
地
活
性
化
に
興

味
の
あ
る
甲
佐
町
在
住
の
人

▼
募
集
期
間

　
４
月
４
日
（
木
）
〜
４
月
18
日
（
木
）

▼
開
催
回
数

　
９
回
程
度
（
５
月
〜
12
月
）

▼
時
間
帯

　
平
日
の
２
時
間
程
度

※
募
集
人
数
は
十
数
名
程
度
。
応
募
者
多

数
の
場
合
は
事
務
局
に
て
選
任
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
地
域
振
興
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

４
月
29
日
は
緑
川
の
日
一
斉
清
掃

に
ご
参
加
く
だ
さ
い

▼
毎
年
４
月
29
日
は
「
緑
川
の
日
」

　
九
州
山
地
に
源
を
発
し
、
甲
佐
町
の
中

心
部
を
流
れ
る
緑
川
は
、
歴
史
と
文
化
に

彩
ら
れ
た
誇
る
べ
き
ふ
る
さ
と
の
川
で
す
。

　
本
年
度
も
「
緑
川
の
日
一
斉
清
掃
」
で
、

緑
川
の
清
流
を
取
り
戻
し
、
未
来
の
子
ど

も
た
ち
へ
と
引
き
継
い
で
い
け
る
よ
う
、

流
域
す
べ
て
の
人
々
が
共
に
美
化
活
動
を

行
い
、
活
動
を
通
じ
て
自
然
と
の
触
れ
合

い
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

▼
開
催
日
時

　
４
月
29
日
（
月
）

　
午
前
８
時
〜
午
前
９
時

▼
清
掃
場
所

　
当
日
は
、
全
18
か
所
で
ご
み
袋
と
軍
手

を
配
布
し
清
掃
活
動
を
実
施
し
ま
す
。
参

加
さ
れ
る
人
は
、
お
近
く
の
清
掃
場
所
で

の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

清
掃
場
所
・
ご
み
集
積

場
所
の
詳
細
は
↓

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
環
境
衛
生
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
９

建
物
を
新
築
・
増
築
す
る
と
き
建
築

確
認
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す

　
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
令
和
７
年
４
月

か
ら
、
す
べ
て
の
建
物
に
つ
い
て
省
エ
ネ

基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
次

の
木
造
建
築
に
つ
い
て
は
、
建
築
確
認
手

続
き
が
町
内
全
て
の
区
域
に
お
い
て
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

▼
木
造
２
階
建
て
、
ま
た
は
２
０
０
㎡
を

　
超
え
る
木
造
平
屋
建
て

※
非
木
造
建
築
は
改
正
前
か
ら
同
様
の
取

扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
↓

ま
た
は
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
土
木
部
建
築
住
宅
局
建
築
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
５
３
４

仕
事
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な

相
談
を
受
け
て
い
ま
す

　
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
上
益
城
ブ
ラ
ン
チ
で

は
、
仕
事
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
利
用
料
無
料
、
予

約
制
に
な
り
ま
す
。

▼
対
象
者

・
再
就
職
を
希
望
す
る
人

・
就
職
氷
河
期
世
代
の
人

くらしの情報
  LOCAL NEWS ＆
  LOCAL INFORMATION

❖ イベント等の開催に関する詳細は
　 各問い合わせ先にご確認ください

お問い合わせ先一覧
❖ 甲佐町役場
　 096-234-1111（代表）

❖ 甲佐町保健福祉センター
　 096-235-8711

❖ 甲佐町教育委員会
　（町生涯学習センター）
　 096-234-2447

❖ 水道管理センター
　 096-234-0755

❖ 町民センター
　 096-234-2459

❖ 老人憩いの家
　（(社 )甲佐町社会福祉協議会）
　 096-234-0423

❖ 御船町甲佐町衛生施設組合
　（クリーンセンター）
　 096-282-0688

❖ 上益城消防署
　 096-282-1955

❖ 御船警察署
　 096-282-1110

❖ 上益城広域連合
　 096-237-2891

❖ 県上益城地域振興局
　 096-282-2111（代表）

❖ 県御船保健所
　 096-282-0016

❖ 県庁
　 096-383-1111（代表）
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・
若
年
者
の
人
（
学
生
含
む
）

※
求
職
活
動
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま
す
。

▼
日
時

　
平
日
午
前
10
時
〜
17
時

　
（
土
日
祝
日
、
年
末
年
始
は
休
み
）

▼
場
所

　
上
益
城
地
域
振
興
局
２
階

　
（
御
船
町
辺
田
見
３
９
６
‐
１
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
上
益
城
ブ
ラ
ン
チ

　
（
熊
本
県
地
域
無
料
就
労
相
談
窓
口
）

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
０
１
３

児
童
扶
養
手
当
の
額
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
４
月
か
ら
児
童
扶
養
手
当
の

額
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

▼
児
童
扶
養
手
当
と
は

　
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
子
ど
も
が
育
成
さ
れ
る
家
庭(

ひ
と

り
親
家
庭
等)

の
生
活
の
安
定
と
自
立
の

促
進
に
役
立
て
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

▼
令
和
６
年
度
の
手
当
額
（
月
額
）

●
対
象
児
童
が
１
人
の
と
き

　
全
部
支
給
さ
れ
る
場
合

　
４
万
５
５
０
０
円

　
一
部
支
給
さ
れ
る
場
合

　
４
万
５
４
９
０
円
〜
１
万
０
７
４
０
円

●
対
象
児
童
が
２
人
の
と
き
（
加
算
額
）

　
全
部
支
給
さ
れ
る
場
合

　
１
万
０
７
５
０
円

　
一
部
支
給
さ
れ
る
場
合

　
１
万
０
７
４
０
円
〜
５
３
８
０
円

●
対
象
児
童
が
３
人
以
上
の
と
き
（
３
人

目
以
降
の
児
童
１
人
あ
た
り
の
加
算
額
）

　
全
部
支
給
さ
れ
る
場
合

　
６
４
５
０
円

　
一
部
支
給
さ
れ
る
場
合

　
６
４
４
０
円
〜
３
２
３
０
円

※
児
童
扶
養
手
当
は
所
得
に
よ
る
支
給
制

限
が
あ
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
福
祉
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
町
で
は
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
住
み
続

け
ら
れ
る
住
ま
い
を
確
保
す
る
た
め
、
木

造
住
宅
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
工
事
な

ど
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
住
宅

　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
も
の

・
現
に
住
宅
所
有
者
の
居
住
の
用
に
供
さ

　
れ
て
い
る
も
の

・
階
数
が
3
階
以
下
の
木
造
住
宅
（
併
用

　
住
宅
の
場
合
、
住
宅
部
分
の
床
面
積
が

　
延
べ
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
の
も
の
）

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た

　
も
の
、
ま
た
は
平
成
28
年
熊
本
地
震
に

　
よ
り
被
災
し
た
住
宅
で
あ
る
こ
と
が
確

　
認
で
き
る
も
の

・
建
築
基
準
法
に
違
反
し
な
い
も
の

・
過
去
に
同
一
事
業
の
補
助
を
受
け
て
い

　
な
い
も
の

・
耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊
の
危
険
性
が

　
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の

▼
対
象
者

　
住
宅
の
所
有
者
で
、
税
金
な
ど
の
滞
納

が
な
い
者

▼
補
助
内
容

①
耐
震
診
断
費
補
助

　
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内

　
（
補
助
限
度
額
８
万
６
０
０
０
円
）

②
耐
震
改
修
設
計
・
耐
震
改
修
工
事
一
括

　
補
助
対
象
経
費
の
80
％
以
内

　
（
補
助
限
度
額
１
０
０
万
円
）

③
建
替
え
設
計
・
建
替
え
工
事
一
括

　
補
助
対
象
経
費
の
80
％
以
内

　
（
補
助
限
度
額
１
０
０
万
円
）

▼
申
し
込
み
期
限

　
11
月
29
日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
。

※
予
算
の
上
限
に
達
し
た
場
合
は
、
受
付

　
を
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
本
補
助
事
業
を
申
請
す
る
場
合
は
、
町

　
建
設
課
へ
の
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

▼
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
建
設
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
８
３

　
　
（
内
線
１
６
８
）

くらしの情報

町税などの滞納処分（２月分）

種　別 件数・金額など

捜 索 ０件

差 し 押 さ え 件 数 ３件

公 売 回 数 ０回

公 売 件 数 ０件

滞納処分関連収入 195,179円

taxtraffic safety

出 動 火 災 件 数

種　別 発生件数 前年比較

家 屋 ３ ０

原 野 12 ＋２

そ の 他 12 ０

合 計 件 数 27 ＋２
３月15日現在

fire prevention

戸
建
て
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
を

支

援

し

て

い

ま

す

事件・ 事 故 件 数

種　別 発生件数
2月 年累計

人 身 事 故 ０ ０

物 損 事 故 11 26

盗 難 な ど ０ 0

2月29日現在

traffic safety

19 広報 こうさ 2024.4

kosa657_18-21_0.indd   19 2024/03/23   10:17:00



ミ
ツ
バ
チ
に
対
す
る
農
薬

危
害
防
止
に
つ
い
て

　　
ミ
ツ
バ
チ
は
、
果
樹
類
や
い
ち
ご
、
メ

ロ
ン
、
す
い
か
等
の
園
芸
作
物
の
花
粉
交

配
に
不
可
欠
で
、
農
業
生
産
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
カ
ン
キ
ツ
類
の
開
花
が
始
ま

り
、
ミ
ツ
バ
チ
が
蜜
や
花
粉
を
求
め
て
訪

花
す
る
時
期
に
な
り
ま
す
。
農
薬
を
散
布

す
る
と
き
は
、
次
の
３
点
に
留
意
し
、
ミ

ツ
バ
チ
に
危
害
を
与
え
な
い
よ
う
十
分
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

①
ミ
ツ
バ
チ
に
影
響
の
あ
る
農
薬
か
ど
う

か
ラ
ベ
ル
で
確
認
し
、
使
用
上
の
注
意
事

項
に
従
い
適
正
に
使
用
す
る
。

②
近
く
の
養
蜂
家
と
巣
箱
の
位
置
や
防
除

計
画
な
ど
の
情
報
を
事
前
に
交
換
す
る
。

③
防
除
す
る
と
き
は
、
ほ
場
周
辺
を
十
分

確
認
し
、
散
布
し
た
農
薬
が
ミ
ツ
バ
チ
に

か
か
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
農
林
水
産
部
農
業
技
術
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
３
８
１

　
熊
本
県
農
林
水
産
部
畜
産
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
０
１

サ
ツ
マ
イ
モ
基も

と
ぐ
さ
れ腐

病
の

ま
ん
延
防
止
に
つ
い
て

　
サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
は
、
平
成
30
年
度

に
国
内
で
初
め
て
確
認
さ
れ
、
令
和
２
年

10
月
に
は
熊
本
県
内
に
お
い
て
も
発
生
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
病
気
に
サ
ツ
マ
イ
モ
が
感
染
す
る

と
、
地
表
部
か
ら
茎
の
変
色
や
、
い
も
の

腐
敗
な
ど
が
起
き
、
ひ
ど
い
場
合
、
株
が

枯
死
し
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
定
植
時
期
を
迎
え
ま
す
。
こ

の
病
気
を
防
ぐ
た
め
、
健
全
な
種
い
も
・

苗
の
使
用
、
畑
や
苗
床
の
土
壌
及
び
種
い

も
・
苗
の
消
毒
、
植
え
付
け
前
の
排
水
対

策
等
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

　
万
が
一
発
生
し
た
場
合
は
、
病
気
が
広

が
る
前
に
発
病
し
た
株
を
ほ
場
の
外
に
出

し
、
発
生
箇
所
に
登
録
薬
剤
を
散
布
し
ま

し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
病
害
虫
防
除
所

　
☎
０
９
６
‐
２
４
８
‐
６
４
９
０

ペ
ッ
ト
も
守
ろ
う
！

災

害

対

策

！

　
災
害
時
に
ペ
ッ
ト
を
守
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
飼
い
主
だ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
災
害
が
起
き
て
か
ら
で
は
な
く
、
日
頃

か
ら
の
備
え
が
大
切
で
す
。

　
少
な
く
と
も
５
日
分
以
上
の
フ
ー
ド
や

水
を
備
蓄
し
、ノ
ミ・ダ
ニ
の
駆
除
や
リ
ー

ド
の
準
備
、
ケ
ー
ジ
に
入
る
等
の
し
つ
け

を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
や
迷
子
札
を
装
着
し

て
お
く
と
、
迷
子
に
な
っ
た
時
に
飼
い
主

の
も
と
に
戻
る
確
率
が
高
ま
る
た
め
、
必

ず
装
着
し
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
保
健
所

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
０
０
１
６

ロ
ー
ド
・
ク
リ
ー
ン

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
定
団
体
の
募
集

　
熊
本
県
で
は
、
県
が
管
理
す
る
道
路
に

お
け
る
清
掃
や
除
草
、
植
栽
な
ど
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
支
援
を
目
的
と
し

て
、「
ロ
ー
ド
・
ク
リ
ー
ン
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
や
団
体
を
問
わ
ず
、
誰
で
も
申
し

込
み
が
可
能
で
、
ゴ
ミ
袋
や
軍
手
な
ど
の

支
給
、
清
掃
用
具
の
貸
し
出
し
、
保
険
の

加
入
補
助
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
道
路
保
全
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
９
５

く
ら
し
安
全

「
ゆ
っ
ぴ
ー
安
心
メ
ー
ル
」
に

登

録

し

よ

う
！

▼
「
ゆ
っ
ぴ
ー
安
心
メ
ー
ル
」
は
、
子
ど

も
・
女
性
・
高
齢
者
な
ど
の
安
全
確
保
や

地
域
の
犯
罪
防
止
を
図
る
た
め
、
県
内
で

くらしの情報

こうさの話題

県道御船甲佐線などの早期整備を
「小川御船間道路整備促進期成会」が県に要望

　2 月 1 日 (木 )県庁で、小川御船間道路整備促進期成
会 (甲斐高士会長 )が道路整備に関する要望活動を行い
ました。宇城市から御船町をつなぐ同区間は、通勤通学
や物流において重要な路線ながら未整備区間も多いた
め、甲斐会長から宮島哲哉県道路都市局長に要望書が手
渡されました。同会では、県道御船甲佐線の田口橋歩道
橋の整備などを要望しています。

▲宮島熊本県道路都市局長 (右 )へ要望書を手渡す小川御船間道路
　整備促進期成会の甲斐高士会長 (甲佐町長）
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くらしの情報

　児童手当は、中学校卒業 (15歳の誕生日後の最初の3月31日 )までの児童を養育している人に支給されます。
　児童手当は原則として、申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日 (異動日 )が月末に
近い場合、申請月が翌月になっても、異動日の次の日から数えて15日以内であれば申請をした月分から支給し
ます。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
▼支給月額
　０～３歳未満　１万５０００円
　３歳～小学校終了前の第1子、第2子　１万００００円
　３歳～小学校終了前の第3子以降　１万５０００円
　中学生　１万００００円
※第1子の考え方は、18歳になった最初の3月31日までの子を基に算定します。
▼所得制限限度額・所得上限限度額
　児童を養育している人の所得が右
の表の（１）以上（２）未満の場合、
支 給 対 象 児 童1人 に つ き 月 額
５０００円を支給します。
　なお、児童を養育している人の所
得が（２）以上の場合、児童手当・
特例給付は支給されません。
※児童手当・特例給付が支給されな
くなったあとに所得が（２）を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
▼支給の時期
　原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
▼申請に必要なもの
・受給者及び対象児童の健康保険証
・受給者名義の預金通帳 (受給者以外の口座へ振り込むことはできません )
・受給者および配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・窓口に来られる方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 )
※このほかに、住民票や申立書、所得証明書など、
申請に必要な書類がある場合があります。 　【お問い合わせ先】

　町福祉課　☎０９６ ‐ ２３４ ‐ １１１４

（１）所得制限限度額 （２）所得上限限度額

扶養親族等の数 所得額
(万円 )

収入額の目安
(万円 ) 

所得額
(万円 )

収入額の目安
(万円 ) 

０人 622 833.3 858 1071
１人 660 875.6 896 1124
２人 698 917.8 934 1162
３人 736 960 972 1200
４人 774 1002 1010 1238
５人 812 1040 1048 1276

所得制限及び所得上限限度額表

発
生
し
た
犯
罪
や
不
審
者
な
ど
の
情
報
を

警
察
か
ら
登
録
者
の
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ

ン
に
メ
ー
ル
で
配
信
す
る
も
の
で
す
。

※
詳
細
は
熊
本
県
警
察
の

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
↓

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

　
（
御
船
警
察
署
内
）

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

電
力
契
約
の
訪
問
販
売
ト
ラ
ブ
ル

の
相
談
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

　
訪
問
し
て
き
た
電
力
事
業
者
が
、「
電

気
代
が
安
く
な
る
」
等
と
い
っ
て
検
針
票

を
見
せ
る
よ
う
に
迫
っ
た
り
、「
マ
ン

シ
ョ
ン
全
体
で
契
約
先
の
電
力
会
社
が
当

社
に
変
更
に
な
る
」
と
事
実
と
異
な
る
説

明
を
し
た
り
し
て
、
契
約
を
迫
る
と
い
う

相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
人
暮
ら
し
な
ど
で
転
居
し
、
新
生
活

が
始
ま
る
こ
の
時
期
に
も
十
分
注
意
が
必

要
で
す
。

　
電
力
契
約
の
訪
問
販
売
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル
で
お
困
り
の
場
合
は
、
局
番
な
し
の

「
１
８
８
」
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。
お
近

く
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
繋
が
り
ま

す
。

児童手当は忘れずに申請してください
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